
自由民主党石破茂幹事長発言に抗議し、特定秘密保護法案の 

強行採決を許さない会長声明 

 

 特定秘密保護法案（以下「本法案」という。）については、政府が公開すべ

き情報を恣意的に隠せることや、知る権利や報道の自由など憲法上の権利が侵

害されることが懸念されることから、報道各社による世論調査でも多数の国民

が不安を抱き今国会での成立に反対していると報道されている。また、福島市

で実施された公聴会においても、与党推薦の意見陳述者を含めた全員が国会で

の慎重な審議を求める意見を表明している。 

 しかるに、衆議院では、上記の民意を無視して強行採決がなされた。 

 さらに、今国会での本法案の成立を意図している自由民主党の石破茂幹事長

が、１１月２９日に、自身のブログで、議員会館付近での同法案に反対する市

民のデモに対して「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わ

らない」と発言した。その後、この発言に対する厳しい批判を受けてお詫びと

訂正を行う事態となった。 

しかし、国民のデモや街宣活動などは、憲法第２１条で保障された表現の自

由であり、まさに民主主義の根幹をなす権利である。政府や国会は、本来、賛

成であれ反対であれ国民の多様な意見に耳を傾けるべきであり、反対意見であ

るからといってその意見に耳を傾けないのは、まさに民主主義の否定にほかな

らない。 

 本法案では、「テロリズムの防止に関する事項」が秘密指定の対象とされて

いるが、石破幹事長の発言によって、国民の正当な政府批判までもが「テロリ

ズム」として本法案の対象となり得ることが明らかとなった。 

当会は、憲法上の権利であり民主主義の根幹でもある表現の自由及び国民主

権を否定する石破幹事長発言に対して厳重に抗議するとともに、同発言によっ

てさらに問題点が明らかとなった特定秘密保護法案は廃案とされるべきであ

り、参議院では、良識の府として慎重審議を尽くし、強行採決されないことを

強く求める。 
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